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※各課、主な事業を掲載しています。 

資料 ２ 



こども未来部

１ 歳入 （単位：千円）

令和７年度
当初予算額（Ａ）

令和６年度
当初予算額（Ｂ）

前年度比
（Ａ）/（Ｂ）％

35,997,924 33,414,778 107.7%

こども政策課 16,168,525 13,177,122 122.7%

こども家庭課 1,024,655 867,343 118.1%

児童相談所家庭支援課 418,453 370,002 113.1%

幼保支援課 18,386,291 19,000,311 96.8%

589,318 616,556 95.6%

36,587,242 34,031,334 107.5%

２ 歳出 （単位：千円）

令和７年度
当初予算額（Ａ）

令和６年度
当初予算額（Ｂ）

前年度比
（Ａ）/（Ｂ）％

60,437,097 57,102,977 105.8%

こども政策課 23,037,267 20,116,476 114.5%

こども家庭課 2,475,554 2,203,787 112.3%

児童相談所家庭支援課 1,776,937 1,573,769 112.9%

幼保支援課 33,147,339 33,208,945 99.8%

589,318 616,556 95.6%

61,026,415 57,719,533 105.7%計

計

課　名

一般会計

母子父子寡婦福祉
資金貸付事業会計

令和７年度当初予算総括表

課　名

一般会計

母子父子寡婦福祉
資金貸付事業会計
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こども未来部

No.1

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども政策課

91,790

(特定) 5

(一般) 91,785

1,500

(特定) 0

(一般) 1,500

40,000

(特定) 33,333

(一般) 6,667

769

(特定) 0

(一般) 769

　妊婦及び高校生以下の子ど
もを養育する保護者に対し、
協賛する企業の店舗などで割
引等の特典が受けられるパス
ポートを発行し、社会全体で
子育てを支援する機運を醸成
する。
　聖籠町や田上町、新発田
市、胎内市、加茂市とも連携
し、それぞれの協賛店での相
互利用を行う。

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要

・こども創造センターの
管理運営 　多くの人々との交流や様々

な創作・体験活動を通してこ
どもの生きる力を伸ばし、育
むための機会と場を提供す
る。
・拠点施設「こども創造セン
ター」の管理運営

活動や交流の場の整備

こども計画の推進

・出会い・結婚サポート
事業 　出会い・結婚を希望する人

を支援するため、新潟県が運
営する婚活マッチングシステ
ム「ハートマッチにいがた」
の登録・更新料の一部を助成
する。

・結婚新生活支援補助金
　新たに婚姻する世帯の住宅
取得や住宅賃貸、引越しにか
かる費用を補助することによ
り、結婚に伴う経済的負担を
軽減し新生活を支援する。

・にいがたっ子すこやか
パスポート事業
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こども未来部

No.2

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども政策課

25,000

(特定) 25,000

(一般) 0

11,790

(特定) 7,860

(一般) 3,930

4,000

(特定) 2,000

(一般) 2,000

14,409,898

(特定) 13,058,728

(一般) 1,351,170

・ファミリー・サポー
ト・センター事業 　子育てを応援して欲しい人

と、子育てを応援したい人同
士による相互援助活動を支援
する「ファミリー・サポー
ト・センター」を運営する。
・保育園、放課後児童クラブ
等への送迎
・保育施設の終了後の預かり
・病児・病後児、緊急時の預
かり　他

・結婚・子育てを応援す
るまちづくり事業 　社会全体で子育てを応援し

こどもと子育てにやさしい新
潟市を実現するため、「新潟
市結婚・子育て応援サイト」
を中心に、民間事業者等と連
携した子育てを応援する機運
の醸成、情報発信を行う。

・児童手当の給付
　子育て家庭への支援のた
め、高校生年代までの児童を
養育する保護者に手当を支給
する。

・給付額
3歳未満：月額15,000円/人
3歳以上高校3年生まで（第1
子・第2子）：月額10,000円/
人
3歳以上高校3年生まで（第3
子以降）：月額30,000円/人

子育て家庭への支援

こどもに関する相談体制の拡充

・新潟市子ども条例推進
事業 　新潟市子ども条例を、権利

の主体であるこどものほか、
幅広い市民に周知・啓発する
とともに、こどもの意見表
明・社会参加を促進する。ま
た、子どもの権利相談室「こ
ころのレスキュー隊」におい
て、権利侵害に係る相談を受
け、権利救済活動を進める。

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要
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こども未来部

No.3

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども政策課

2,568,342

(特定) 0

(一般) 2,568,342

208,010

(特定) 0

(一般) 208,010

2,981,573

(特定) 2,211,512

(一般) 770,061

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要

　就労等により、昼間保護者
がいない小学生の健全育成を
図るため、公設のひまわりク
ラブ運営のほか、民設クラブ
の運営を支援する。（公設
85クラブ、民設 29クラブ）

・施設整備
　狭あい化施設の解消を図る
ため、公設（ひまわり）クラ
ブ1施設を整備
・処遇改善
　放課後児童支援員の経験年
数等に応じた処遇改善（キャ
リアアップ）のほか、月額
9,000円相当の賃金改善

子育て家庭への支援

・こども医療費の助成

安心してすごせるこどもの居場所の整備

・放課後児童健全育成事
業

・妊産婦医療費の助成 　妊産婦の保健及び福祉の向
上を図るため医療費を助成す
る。

・対象
申請日から出産月の翌月末日
まで
・一部負担金
通院：１日　530円（医療機
関ごとに月4回まで）
入院：１日　1,200円
調剤薬局：0円（全額助成）

　こどもの保健及び福祉の向
上を図るため医療費を助成す
る。

・対象
0歳～18歳に達した日以後最
初の3月31日まで
・一部負担金
通院：１日　530円（医療機
関ごとに月4回まで）
入院：１日　1,200円
調剤薬局：0円（全額助成）
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こども未来部

No.4

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども政策課

10,259

(特定) 5,129

(一般) 5,130

39,036

(特定) 0

(一般) 39,036

2,234,702

(特定) 740,913

(一般) 1,493,789

165,136

(特定) 0

(一般) 165,136

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要

安心してすごせるこどもの居場所の整備

・こどもの居場所づくり
支援体制強化事業 　こどもの視点に立った多様

な居場所づくりが行われるよ
う、居場所づくりコーディ
ネーターを配置し、居場所の
運営や立ち上げや、地域資源
の活用を支援する。

多様な教育の機会・支援体制の整備

・私立学校振興事業
　私立高等学校に対し各種助
成事業を実施し、私立学校の
教育環境の充実を図る。
・私立高等学校への助成
・私立高等学校生の保護者へ
の学費助成

ひとり親家庭への支援

・児童扶養手当の給付 　父または母と生計を同じく
していない児童を監護してい
る親又は養育者に手当を支給
する。
・給付額
全部支給：46,690円
一部支給：46,680円～11,010
円
2子以降加算額：11,030円～
5,520円

・ひとり親家庭等医療費
の助成 　ひとり親家庭の児童及びそ

の児童を養育する父、母又は
養育者の医療費助成を行う。
・一部負担金
通院：1日　530円（医療機関
ごとに月4回まで）
入院：1日　1,200円
調剤：0円（全額助成）
・所得制限
児童扶養手当全部支給又は一
部支給となる所得の方
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こども未来部

No.5

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども政策課

41,724

(特定) 25,706

(一般) 16,018

1,200

(特定) 600

(一般) 600

3,500

(特定) 1,750

(一般) 1,750

ひとり親家庭への支援

　ひとり親家庭の経済的自立
のため、就労情報の提供や相
談を行うとともに、教育訓練
経費の補助や資格の習得期間
中の生活援助を行う。

・ひとり親家庭等就業・自立
支援センター事業
・自立支援教育訓練給付金事
業
・高等職業訓練促進給付金事
業

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要

・養育費履行確保事業

・ひとり親家庭サポー
ター事業【新規】 　ひとり親家庭サポーターを

配置し、養育費や離婚後の親
子交流の取り決めを学ぶ親支
援講座を開催するほか、離婚
前後のひとり親が必要とする
支援が受けられるよう家庭裁
判所や公証人役場などへの同
行支援を行う。

　養育費に係る公正証書の作
成や調停に要した費用の補
助、保証会社と養育費保証契
約を締結した際の本人負担費
用の初回保証料の補助のほ
か、強制執行に係る本人負担
費用（実費）の補助を行い、
ひとり親家庭を経済的に支援
する。

・ひとり親家庭等就労対
策事業
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こども未来部

No.6

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども家庭課

50,600

(特定) 0

(一般) 50,600

876

(特定) 0

(一般) 876

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要

・不妊治療費助成事業
【新規】

　一般不妊治療から先進医療
まで幅広く治療費の一部を助
成し、経済的負担の軽減を図
る。

・対象治療
  ①保険診療の一般不妊治療
（タイミング療法・人工授
精）及び生殖補助医療（体外
受精・顕微授精・男性不妊手
術）
 ②保険診療の不妊治療と併
用して実施した先進医療
・対象者
  申請日時点で新潟市に住民
登録がある夫婦（事実婚可、
住民登録はどちらか一方でも
可）
・対象年齢及び助成回数
  保険診療として実施される
治療に準ずる
・助成上限額
  対象となる治療にかかる自
己負担額の1/2（①上限4万
円、②上限3万円）

安心して妊娠・出産できる環境の整備

・不育症治療費助成事業 　不育症の検査・治療費の一
部を助成し、経済的負担の
軽減を図る。

・対象治療
 ：保険診療対象の検査・治
療
 ：先進医療として告示され
ている検査
・対象者：2回以上の流産・
死産の既往がある夫婦
・対象年齢：制限なし
・助成回数：制限なし
・助成上限額
 ：保険診療対象の検査・治
療にかかる自己負担額の1/2
（上限10万円）
 ：先進医療として告示され
ている検査にかかる自己負担
額(上限6万円）
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こども未来部

No.7

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども家庭課

418,498

(特定) 415,097

(一般) 3,401

477,487

(特定) 0

(一般) 477,487

42,647

(特定) 20,855

(一般) 21,792

安心して妊娠・出産できる環境の整備

・出産・子育て応援事業
【拡充】

　妊婦支援給付金の支給と、
妊娠期から出産・子育てまで
身近で相談に応じ、必要な支
援につなぐ妊娠等包括相談支
援事業を組み合わせて実施す
る。国の制度改正により、こ
れまで対象外であった流産・
死産等された方にも2回目の
給付金を支給する。

【支給対象】
胎児心拍を確認し、妊婦給付
認定を受けた人
【支給額】
1回目：妊娠届出後…妊婦1人
当たり5万円
2回目：出生届出後又は流
産・死産等された後…胎児の
数×5万円

【面談】
・妊娠届出時
・妊娠8か月頃（希望者の
み）
・出生届出後、新生児訪問や
こんにちは訪問時

・妊婦乳児健康診査費
　妊婦の健康管理や乳児の発
育・発達の確認のため、健康
診査に係る費用を助成し、経
済的負担の軽減を図る。
 
・妊婦健康診査　14回
・乳児健康診査　2回（生後3
か月、10か月）

・産婦健康診査費
　産婦健康診査(産後2週間、
産後1か月)にかかる費用の一
部を助成することで、産婦の
経済的・精神的負担の軽減
し、産後うつの予防や新生児
への虐待予防を図る。
助成額：１回上限5,000円

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要

令和７年度当初予算事業説明書
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こども未来部

No.8

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども家庭課

幼保運営課 36,708

(特定) 28,154

(一般) 8,554

こども家庭課

92,761

(特定) 69,570

(一般) 23,191

・産後ケア費【拡充】 　出産後の身体回復や育児等
の不安解消を図るため、産婦
等に対し医療機関などで宿泊
や日帰りのケア、または助産
師の家庭訪問によるケアを行
う体制を整備する。
令和７年度は訪問ケアについ
て生後1歳未満まで対象を拡
充する。
・対象者
家族などから十分な家事、育
児の支援が受けられない産婦
及び生後6か月未満（訪問ケ
アは1歳未満）の児で、産後
に心身の不調または育児の不
安等がある人
・内容及び自己負担額
宿泊ケア 2,500円/日
デイケア 2,000円/日
訪問ケア 1,000円/回
※各ケア初回無料
※市民税非課税世帯・生活保
護世帯は上記金額の1/2
・利用期間
宿泊ケア7日
デイケア・訪問ケア通算7日
（回）

・妊娠・子育てほっとス
テーションの運営

　各区の妊娠・子育てほっと
ステーションにおいて、すべ
ての妊産婦・子育て家庭に対
し、母子保健と児童福祉の一
体的な体制の下、切れ目のな
い支援を行う。
　保健師・助産師等の専門職
（マタニティナビゲーター）
を配置し、一人で悩まない子
育て環境を整備する。
　支援の必要性が高い妊産
婦・こども及びその家庭に対
し、サポートプランを作成
し、効果的な支援を実施す
る。
　各区に「保育コンシェル
ジュ」を配置し、子育て世帯
のニーズに寄り添った相談体
制を構築する。

安心して妊娠・出産できる環境の整備

安心して妊娠・出産できる環境の整備

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要
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こども未来部

No.9

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども家庭課

27,514

(特定) 18,342

(一般) 9,172

57,237

(特定) 10,155

(一般) 47,082

8,618

(特定) 387

(一般) 8,231

19,200
(特定) 0
(一般) 19,200

13,000
(特定) 6,500
(一般) 6,500

・新生児マススクリーニ
ング（先天性代謝異常
等）検査実証事業【新
規】

　新生児の先天性疾患を早期
に発見し、障がいなどの発生
を予防するため、新たに、国
の実証事業を活用し、対象2
疾患に係る検査費用を助成す
る。
助成額：3,000円

乳幼児の心と体の健康支援

・こんにちは赤ちゃん訪
問事業

　新生児及び産婦の家庭訪問
を行い、保健指導や育児支援
を行う。新生児訪問を受けて
いない生後4か月までの母子
については、こんにちは訪問
により養育環境を把握し、適
切なサービス提供や育児支援
につなげる。

・新生児訪問（原則生後2か
月頃までに児1～2回、産婦1
～3回）
・こんにちは訪問（生後4か
月までに、新生児訪問等を受
けていない母子に対して1回
訪問）

・乳幼児健康診査事業費 　乳幼児の健全な成長発達の
確認と育児支援を図る。

・1歳6か月児健診
・3歳児健診（屈折検査含）
・股関節検診

・新生児聴覚検査費用助
成事業【新規】

　新生児聴覚検査にかかる費
用の一部を助成することで、
聴覚障がいの早期発見・早期
療育につなげる。
助成額：上限5,000円（初回
検査のみ）

・育児相談費 　育児についての個別相談や
グループでの情報交換、多胎
児世帯へ育児サポーター等の
派遣や交流会を行う。

・育児相談
・低出生体重児支援
・多胎児支援

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要
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こども未来部

No.10

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども家庭課

265,598

(特定) 147,368

(一般) 118,230

2,083

(特定) 167

(一般) 1,916

・思春期相談費

地域社会で支える子育ての支援

　思春期・妊娠・出産に関す
る知識を持ち、自分の望む人
生を設計できるよう、思春期
における健康教育に取り組
む。

子育て家庭への支援

・各種医療費の助成

　下記医療費の助成を行い、
子育て家庭の経済的負担の軽
減を図る。
・未熟児養育医療費の助成
対象者：養育のため指定養育
医療機関に入院を必要とする
未熟児等
助成：入院医療費の一部

・小児慢性特定疾病医療費の
助成
対象者：国の定める疾病の認
定基準を満たす18歳未満の児
童
助成：特定疾病(801疾病)の
医療費の一部

・自立支援医療費（育成医
療）の助成
対象者：指定自立支援医療機
関で治療を受ける身体に障害
のある18歳未満の児童
助成：機能回復のための医療
費の一部

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要
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こども未来部

No.11

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども家庭課

45,608

(特定) 23,276

(一般) 22,332

38,285

(特定) 315

(一般) 37,970

42,301

(特定) 114,972

(一般) △ 72,671

・母子生活支援施設管理
運営費 　母子生活支援施設への入所

により、母親へ必要な支援を
行い、こどもの健全育成を図
る。また、配偶者等からの暴
力被害を受けている母子の安
全を確保し、自立のための支
援を行う。

地域生活の支援

・在宅生活支援事業 　障がいの疑いがある段階か
ら、障がいのあるこどもやそ
の家族に対して、身近な地域
で支援ができるよう体制の整
備を進める。

・療育教室
・医師による発達相談
・発達支援コーディネーター
養成研修
・巡回支援専門員整備事業

・児童発達支援センター
の運営費 　専門性を活かした児童発達

支援や発達相談等を実施する
ほか、関係機関と連携した切
れ目のない支援を行う。
・通所支援（児童発達支援）
・発達相談
・地域支援（巡回相談支援）
・保育所等訪問支援
・障がい児相談支援
　7年度に業務システムを更
新する。

ひとり親家庭への支援

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要
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こども未来部

No.12

（一般会計）
（単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども家庭課

5,640

(特定) 3,310

(一般) 2,330

14,449

(特定) 5,648

(一般) 8,801

7,491

(特定) 5,041

(一般) 2,450

・子育て世帯訪問支援事
業【拡充】 　児童虐待の防止、家庭にお

ける適切な養育を支援するた
め、訪問による養育支援が特
に必要と判断した家庭に対
し、その養育が適切に行われ
るよう、当該居宅にて、育
児・家事支援や養育に関する
相談・指導・助言等を実施す
る。
　７年度は支援対象世帯の増
加に対応するため、提供体制
を強化する。

・子育て短期支援事業
　保護者の入院や育児疲れ等
の理由により、家庭において
児童を養育することが一時的
に困難になった場合に、市立
乳児院において一定期間こど
もを預かり、養育を行うこと
により、これらの児童及びそ
の家庭の福祉の向上を図る。

令和７年度当初予算事業説明書

・児童虐待防止ネット
ワーク化事業 　児童虐待防止のため、広く

市民への啓発を行うととも
に、関係機関と連携し、地域
での支援体制の強化に努め
る。
・啓発事業（オレンジリボ
ン・児童虐待防止推進キャン
ペーン）等の実施
・要保護児童対策地域協議会
の運営

児童虐待防止への取組

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要
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こども未来部

No.13

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
こども家庭課

224,835

(特定) 121,476

(一般) 103,359

1,800

(特定) 1,200
(一般) 600

4,048
(特定) 1,551
(一般) 2,497

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要

こどもに関する相談体制の拡充

・乳児院管理運営事業
【拡充】 　児童虐待などにより保護者

の適切な養育を受けられない
こどもを健やかに育むため、
市立乳児院の管理・運営を行
い、専門的なケアの提供をは
じめ里親や養育に困難を抱え
る家庭への支援を行う。
　7年度は一時保護の受け入
れ体制を強化する。

・ヤングケアラー支援体
制整備事業【拡充】 　こども自身や保護者・支援

者などのヤングケアラーへの
理解促進を図るとともに、当
事者やその家庭を適切な福祉
サービスにつなぐ取り組みを
支援する。
・ケアラー同士の交流会を試
行的に実施
・市民向けの研修会開催
・アンケート調査による実態
把握　など

・こどもの意見表明支援
事業 　一時保護施設や児童養護施

設において、児童相談所等か
ら独立した立場にある意見表
明支援員が、定期又は臨時に
訪問し、こどもが施設等での
生活における悩みや不満、措
置の内容に関する意見を形成
し、関係機関に対し表明する
ことを支援する。

14



こども未来部

No.14

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
児童相談所

家庭支援課 831,240

(特定) 418,056

(一般) 413,184

1,478

(特定) 397

(一般) 1,081

・児童相談所による相
談・支援事業

　児童相談所においてこども
に関する相談に応じ、専門職
員による調査及びこどもの意
見聴取に基づき適切な指導・
助言を行うほか、必要に応じ
て一時保護や里親への委託、
施設入所措置を実施する。

・児童に関する相談や児童虐
待相談に対する対応
・「親子のための相談ＬＩＮ
Ｅ」を活用したＳＮＳ相談を
実施

・児童相談所特別事業
　里親への児童の委託を一層
推進するために、里親制度の
周知を図る。里親相互の相談
援助や交流の促進など、こど
もの養育に関する支援を実施
することによりその負担を軽
減する。

・里親希望者への研修の実施

こどもに関する相談体制の拡充

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要
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こども未来部

No.15

（一般会計） （単位：千円）

中または大事業名

・小事業名
幼保支援課

6,464,048

(特定) 819,593

(一般) 5,644,455

25,423,444

(特定) 17,049,055

(一般) 8,374,389

238,680

(特定) 238,620

(一般) 60

45,975

(特定) 28,990

(一般) 16,985

81,840

(特定) 64,887

(一般) 16,953

3,800

(特定) 2,850

(一般) 950

589,457

(特定) 0

(一般) 589,457

・こども誰でも通園制度
事業補助金 　就労要件等を問わず、月一

定時間のなかで、生後6か月
から2歳のこどもの保育を行
うとともに、保護者に対して
必要な支援を行うもの

・多子世帯の保育料等軽
減事業（一部再掲）

　多子世帯の経済的負担の軽
減を図るため、国基準を上回
る市独自の保育料等軽減を行
うもの

・私立保育所等整備費補
助事業 　市立保育園配置計画の推進

と、良好な保育環境の確保を
図るため、国交付金を活用
し、私立保育園等の整備費を
補助するもの

・保育士の確保事業
【拡充】 　保育人材の確保を図るた

め、保育士の宿舎借上費用の
一部補助等に加え、新たに保
育士試験受験のための学習に
要した費用の補助を行うもの

・医療的ケア児保育支援
事業 　保育園等における受入れ体

制や必要な物品等を整備し、
看護師等への研修支援を充実
させ、医療的ケア児への地域
生活支援の向上を図るもの

・市立保育園等の管理運
営

　市立の保育園、認定こども
園、地域子育て支援センター
の管理運営にかかる経費（正
職員、再任用人件費を除く）

・私立保育園等の運営支
援

　認可私立保育園・認定こど
も園・新制度に移行した私立
幼稚園等を利用して教育・保
育を受ける児童に対する、国
が定める公定価格に基づく給
付等

多様な保育サービスの提供

令和７年度当初予算事業説明書

課　名
(R7年度担当課)

事業費
（財源内訳）

事業概要
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